
空いている家をお持ちなら

予約不要
参加費無料

先着60名様
（第3部「個別相談会」のみ

先着・事前予約制）

第3部「個別相談会」のお申し込み・お問い合わせ

住みかえや相続で空いている持ち家の活用がなぜ必要なのか？
事例を交えてわかりやすくご説明します

住宅の利活用セミナー＆個別相談会

[日 時] ▶▶▶ １月1５日（水） AM9：30～12：00

▶▶▶ 大宮区役所２階 201・202会議室[会 場]

さいたま市建設局建築部住宅政策課
TEL:048-829-1520 FAX:048-829-1982
申込方法：電話またはFAX(裏面)により住宅政策課へお申し込みください
定 員(1)「マイホーム借上げ制度」に関すること（各回２組）

(2) 空き家相談に関すること（各回４組）
期 間：令和７年１月１０日(金)まで

第1部 9:30～10:30
「マイホーム借上げ制度」の活用～マイホームをお金に変える～
講師：一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（JTI)

【プログラム】

第2部 10:30～11:00
相続と空き家の問題～事前準備の大切さ～
講師：NPO法人 空き家対策協会

講演終了後 個別相談会を実施します

第3部 ①11:00～11:30/②11:30～12:00
個別相談会（事前予約制）
（1）「マイホーム借上げ制度」に関すること（各回２組）

団体：移住・住みかえ支援機構（JTI)

（2）空き家相談に関すること（各回４組）
団体：NPO法人空き家対策協会

：公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 埼玉県支部

さいたま市主催（一般社団法人移住・住みかえ支援機構 提案事業）

〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1
（大宮駅東口から徒歩約15分）



申込先：住宅政策課（ＦＡＸ：048-829-1982）

申込日

■代表者情報

■希望する相談について　※希望する回に「〇」をつけてください。

■日時　 １月15日（水）　9：30から開始（9：00開場）

■場所 大宮区役所２階　２０１・２０２会議室（さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１）

■注意事項
①申込は先着順のため、ご希望に添えない場合がございます。
　 あらかじめご了承ください。

②申込のキャンセルは前々日（１月13日(月)）の17時までに住宅政策課住宅政策係へ
　 ご連絡ください（住宅政策課住宅政策係：048-829-1520）。

③申込書を受理後に、確認のご連絡をさせていただきます。

希望する時間

電話番号

メールアドレス

①１１：００～１１：３０ ②１１：３０～１２：００

【住宅の利活用セミナー】（第3部）個別相談会　申込書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

氏　名

相談の概要

（１）「マイホーム借り上げ制度」に関すること

（２）空き家相談に関すること

内容


